
各市町村　（P31～49）

各年金事務所、各公共職業安定所（P29）

各労働基準監督署（P29）

国民年金保険料免除…各市町村国民年金担当窓口
　国民年金第1号被保険者が出産された際、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保
険料は、各市町村国民年金担当窓口に申請すると免除されます。
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